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社会保険労務士法人

労働法改正に関する最新ニュースの詳細を毎月お届けします。 新宿オフィス/高田馬場　幕張オフィス/千葉
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　直近の統計によると、男性労働者の育児休業取得率は、3.16％と依然として低い結果です。弊社の手続きでも、
最近少しずつ男性が取得するケースも見受けられるようになってきたという状況です。政府は、女性の継続就業や
少子化対策として男性の育児休業取得を推進する方針を掲げており、平成32年度までに13％という目標を設定
しています。そこで今回は男性が育児休業を取得した際の特有な取扱いなどについて、ご紹介いたします。

  Point4　育児休業給付金等社会保険制度の適用
　男性労働者であっても、育児休業期間については、雇用保険の育児休業給付金の受給対象となります。
給付率も女性労働者と変わりありません。社会保険料の免除制度も適用されます。さらには、厚生年金の
養育期間の従前標準報酬月額のみなし制度も対象となります。
　統計結果などをみると、男性が育児休業を取得することに対してまだまだ抵抗感がある状況と言えるか
もしれません。しかし、妻のサポートを支援するための分割取得を可能にするなど制度も柔軟に対応して
います。労務管理上も制度を理解するとともに、男性労働者から育児休業申出があった際に困ることがな
いよう、事前に想定をして対応を検討しておくことをおすすめいたします。

■労働関係指標

完 全 失 業 率 10 月の完全失業率（季節調整値）

2.8％（前月と同率）
有効求人倍率 有効求人倍率（季節調整値）

1.55 倍（前月に比べて 0.03 ポイント上昇）

就 業 者 数
（ 季 節 調 整 値 ）

6,544 万人
（前月差 6 万人減少）

定 期 給 与 現金給与総額（原数値）

268,392 円（前年同月比 0.6％増）

1.男性労働者の育児休業取得について

 Point1　育児休業開始日
　女性労働者の育児休業開始日は、産前産後休業終了日の翌日となりますが、男性労働者は、子の出生日（又
は出産予定日）から育児休業を取得することが可能です。

③本人の育児休業開始予定日は、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること

※1人あたりの育休取得可能最大日数は1年間（女性については、産後休業期間もあわせて1年間）とされます。

  Point2　育児休業の再取得
　原則的に育児休業の申し出の回
数は、特別の事情がない限り 1 人
の子につき 1 回ですが、最初の育
児休業の取得が配偶者の出産後 8
週間以内の期間内にされた場合に
ついては、特別な事情がなくても、
再度の取得が可能となります。

  Point3　パパ・ママ育休プラス
　両親がともに育児休業をする場合
に、以下の要件を満たした場合には、
育児休業の対象となる子の年齢が、
1 歳 2 か月にまで延長されます。

①配偶者が、子が 1歳に達するまで
に育児休業を取得していること

②本人の育児休業開始予定日が、子
の1歳の誕生日以前であること

8

1  

1 2

8 1 1 2



随時更新★ お待ちしています♪

Facebookにて最新情報をお届けしております  https://www.facebook.com/arcandpartners

　従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための取り組みをし
た事業主に対し、「両立支援等助成金」の制度が設けられています。今
回はその一部をご紹介いたします。表面でご紹介した男性の育児休業
取得率の向上などを目的とした助成金となります。是非ご活用ください。

●出生時両立支援コース
　男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、男
性に一定期間連続した育児休業を取得させた事業主に支給します。

【要　件】
〇男性が育児休業を取得しやすい風土づくりのために以下★のよう
な取り組みを行うこと。
〇男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上（中小企
業は連続5日以上）の育児休業を取り組みすること。
★男性の育休取得（1人目）前に次のような取り組みを行うこと（い
ずれか一つ）

【金　額】
職場風土作りの取り組みおよび育休１人目⇒２８．５万円（中小企業
は５７万円）　
育休２人目以降⇒１４．２５万円（中小企業同額）
※１年度につき1人までが支給対象です。

●育児休業等支援コース（育休取得時・職場復帰時）
　「育休復帰支援プラン※」を作成し、プランに沿って労働者に育
児休業を取得、復帰させた中小事業主（限定）に支給します。
※育休復帰支援プランは厚生労働省のHPの策定マニュアルを参考
に作成ください。

【要　件】
〇育休取得時に下記すべての取り組みを行うこと

〇「育休取得時」の助成金の対象者社員について職場復帰について
下記すべての取り組みを行うこと

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。

さて、1月の行事といえばお正月ですが、私にとっては成人式の思い出が強く
残っています。私の住む埼玉県蕨市は成人式発祥の地とされ、昭和 21年
11月22日に行われた「青年祭」というのが起源と言われています。敗戦による
暗い雰囲気を脱却し、次代を担う青年たちに明るい希望を持たせ励ますために
行われました。この行事が全国に広まり、後の「成人式」となったといいます。
私は中学、高校生の頃は県外の学校に通っていたということもあり、小学生

以来の再会をする友人が多かったのですが、積もりに積もった話がありすぎて同
窓会で朝まで話し込んだことを覚えています。この同窓会以来、また多くの友人
とは疎遠になってしまったのですが、成人式の頃になると「あいつは元気にして
るかな、少し連絡してみようか」と思うのです。皆様もこの季節、古い友人に
一報をしてみてはいかがでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　（一）

編集後記　《睦月》成人式

　　　 治安部門と外国人
　昨年の暮れ、国内外に約70店舗を展開する有名ラーメン店が、雇
用していたアルバイトのベトナム人女性につき、ハローワークに届出
していなかったとして、大阪府警の捜索を受けました。報道によれば、
この女性は専門学校を既に除籍されており、留学生の資格外活動とし
て就労することはできないのに違法に働いていたとして、入管法違反
の疑いで逮捕されました。この後は、強制送還されたものと思われま
す。一方、雇用主である会社は、雇用対策法違反の可能性が指摘され、
社内の関係資料を押収されました。会社側は、「学校を除籍されたこ
とを把握できていなかった。ハローワークへの届出は漏れていたかも
しれない」と述べたそうです。
　外国人労働問題に詳しいT弁護士に伺ったところ、「警察は、会社
が以前は留学生の資格外活動として適法に就労させていたことを考
慮して、会社に対しては入管法上の不法就労助長罪での立件は見送り、
雇用対策法違反に狙いを絞ったのではないか」とのコメントでした。

　会社が外国人を雇用した場合、雇用保険の被保険者にならないア
ルバイトであれば、雇い入れた日の属する月の翌月末までに、「外国
人雇用状況届出書（様式3号）」をハローワークに届け出る義務があ
ります。この義務を怠った場合の罰則は30万円以下の罰金ですの
で、それほど重いものではありませんが、警察の捜索を受けるという
大きな社会的制裁が課されることがありうるのです。なお、事業主が、
不法就労であることを知りながら外国人を雇用したような場合は、入
管法上の不法就労助長罪となり、罰則は「3年以下の懲役もしくは
300万円以下の罰金、またはこれを併科」となっていますので、か
なり重いものとなります。　

　我が国では、少子高齢化という大きな流れの中、経済活動の担い手
として、外国人労働者の企業による受け入れは過去最高の勢いで進ん
でいます。しかし、今のところ政府は、高度人材には日本に来て欲し
いが、単純労働者は受け入れない、という建前は崩していません。また、
日本では国民の間に移民アレルギーが根強いことも反映して、警察や
入管といった治安部門は、外国人の流入に神経をとがらせています。
　2018年は、外国人雇用のコンプライアンス管理が、一段と重要
な年となるのではないでしょうか。

国際業務推進チーム・ディレクター　米国税理士　成田元男

3.2.両立支援等助成金について

【金　額】
育休取得時⇒２８．５万円（中小企業は３６万円）
職場復帰時⇒２８．５万円（中小企業は３６万円）

①男性労働者に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知
②子が生まれた男性労働者への管理職による育休取得勧奨
③男性の育休取得について管理職向けの研修の実施

①対象者の育休までの業務の整理、引継ぎスケジュール、復帰後
の働き方等について上司などと面談を実施し、結果を記録すること
②育休復帰支援プランを作成すること
③育休復帰支援プランに基づき対象者の育児休業開始日までに業務の
引継ぎ等を実施すること
④3か月以上の育児休業を取得すること（産後休暇を含む）

①対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料
の提供を実施すること
② 対象者の職場復帰前と復帰後に上司などと面談を実施し、結果を記録
すること
③対象者を原則として原職に復帰させ、さらに 6 か月間継続雇用
すること


